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「学校の『危機管理マニュアル』等の評価・見直しガイドライン」 
     の活用について（依頼） 

 
 標記について、令和３年６月９日付け事務連絡で、文部科学省総合教育政策局男女共

同参画共生社会学習・安全課から、別添（写）のとおり依頼がありました。 
 すでに各学校では、学校保健安全法の定めに基づき、地域や学校の実情を踏まえた危

機管理マニュアルが作成されているところですが、危機管理マニュアルは、一度作成す
ればよいというものではなく、学校で実施した訓練等の検証結果や、学校を取り巻く様々

な状況の変化、国内外で発生した事故・災害事例の教訓、先進校の取組事例などを基に、
常に見直し・改善を行うことが必要です。 
 つきましては、学校で危機管理マニュアルの見直しを行う際や、学校設置者等が学校
の危機管理マニュアルの内容を確認し、改善に向けた指導・助言等を行う際に適宜活用

いただきますようお願いいたします。 
なお、市町村教育委員会におかれましては、貴管下各学校等に周知くださるようお願

いします。 

 
                  

担当：保健体育課健康教育・学校安全担当  
   鎌田 聖治 
      ＴＥＬ ０４８－８３０－６９６４ 
      ＦＡＸ ０４８－８３０－４９７１ 
 










